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発表項目
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免について

（国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険）

概 要 １ 概要

新型コロナウイルス感染症により，主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷

病を負った世帯の方又は新型コロナウイルス感染症の影響により，主たる生

計維持者の収入が減少した世帯の方は，保険料（国民健康保険・後期高齢者

医療制度・介護保険）減免に該当する場合があります。

減免の対象となる方や減免額等についての詳細は，別紙のとおりです。

なお，国民健康保険の令和２年度分２月末実績は，決定件数６２６件，決

定金額１０９，１８４千円，平均１７４千円，最大８５３千円となっていま

す。

２ 申請方法

受付は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，原則郵送とします。

３ 申請期限

令和３年３月３１日

４ 依頼理由

申請期限が迫っており，周知を強化する必要があるため。

添付資料
有 ・ 無

資料：・新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免のお知らせ

報道（取材）に

当たってのお願い

市役所公式ホームページや市民広報での周知をしますが，より多くの市

民に情報が伝わることが期待できることから，報道についてよろしくお願

いいたします。

備 考



 

新型コロナウイルス感染症の影響による　　　　　　　　　　　　　　　

【保険料の減免の対象となる方】
　①保険料が全額免除される場合
　　　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

　②保険料の一部が減額される場合
　　　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少している世帯の方で、
　　次の(1)～(3)の全てに該当する方

　　　　　　　　　　　　　　　

のお知らせ

＜具体的な要件＞
　世帯の主たる生計維持者について
　⑴ 令和２年の事業収入，不動産収入，山林収入又は給与収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の３以上減少
していること
　⑵ 令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること(介護保険の場合は除く)

　⑶　収入が減少していない種類の所得の合計額について、令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
　　注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

【保険料の減免額について】
　　減免対象の保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ）に、令和元年の所得の合計額に応じた減免割合（Ｄ）
　をかけた金額です。　　　　　　　　　　　　　　　

保 険 料 減 免

　 ◆減免対象の保険料額(A×B/C) 　 　

　 国民健康保険 後期高齢者医療制度 介護保険 　

　
 A:世帯の被保険者全員について
    算定した保険料額(※)

 A:被保険者(75歳以上)の
    保険料額(※)

 A:第1号被保険者(65歳以上)の
　  保険料額(※)

　

　  B:世帯の主たる生計維持者の減少している収入にかかる令和元年の所得の合計額 　

　  C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額  C:主たる生計維持者の令和元年の
　　合計所得金額

　

　
※対象となる保険料: 令和元年度及び令和２年度分の保険料であって，令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納
　　　　　　　　　　　　　　期限が設定されているもの

　

　◆合計所得金額に応じた減免割合（D） 　 　 　

　 国民健康保険・後期高齢者医療制度 介護保険 　

　 令和元年の所得の合計額 割合 令和元年の所得の合計額 割合 　

　　300万円以下の場合 全部(10分の10) 　200万円以下の場合 全部(10分の10) 　

　　400万円以下の場合 10分の8 　200万円を超える場合 10分の8 　

　　550万円以下の場合 10分の6 　 　 　

　　750万円以下の場合 10分の4 　 　 　

　　1,000万円以下の場合 10分の2 　 　 　

　　 　 　 　 　

【申請方法】
  ①申請書様式は，旭川市ホームページからダウンロードできるほか，郵送いたしますので各担当まで御連絡ください。
  ②受付は、コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送とさせていただきます。
　③申請前に，保険料の通知書を確認の上，御不明な点があれば各担当係まで電話でお問合せください。
　④申請期限は令和３年３月３１日までです。納期限が過ぎても申請できます。
【担当】  旭川市福祉保険部　　
   ・国民健康保険について…… 国民健康保険課　国保保険係             　電話　 (直通)２５－６２４７ 
   ・後期高齢者医療について… 国民健康保険課　後期高齢者医療係 　　　　　　  (直通)２５－８５３６ 　       
   ・介護保険について………… 介護保険課　介護保険料係                           (直通)２５－５３５６            


